
 

 

 

☆★ みんなでできるところから取り組みましょう ★☆ 
盛岡消費生活センターでは，相談業務のほかに，食の安全・安心の確保のために，食品等の放射

性物質測定やスーパーマーケット等での商品量目立入検査を毎年実施しています。 

 

○商品量目立入検査 

消費生活センターでは，年 1回，事業者に対して 

立入検査を実施し，適正計量に努めているか検査を 

行なっております。そして計量時に右図にあるよう 

な風袋の重さを誤って計量する等の原因で計量ミス 

が起きてしまいます。 

 

 立入検査を実施して１個も計量ミスがない店舗は 

金色，１個でも商品の内容量が不足または過量した 

店舗には青色の合格シールを配布して売場等に貼って 

いただくようにお願いをしています。 

 

○食品等の放射性物質測定 

① 測定検査方法  厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に 

準ずる簡易検査 

② 測定する食品  自家消費する食品等 

③ 測 定 対 象 者  市内に居住する方 

④ 測 定 費 用  無料とする 

⑤ 測 定 場 所   盛岡市役所肴町分庁舎 5階 

 放射性物質測定室 

※測定検査には，電話予約が必要です。 

事前準備の方法などについてお知らせします。 

予約・問合せ 019-603-8014（平日 午前９時～午後４時） 

 

 

 

盛岡市では平成 25 年 1 月に第二次盛岡市食育推進計画を策定し，毎年 6 月

と 10月を「もりおか食育月間」，毎月 19日を「食育の日」と制定しています。 

 

「食育で進める もりおかの豊かな暮らしと健康づくり」を目標として市民総参加の食

育を推進しています。 


